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告 示

島根県告示第64号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第７条第１項の規定により、大田市三瓶町野城イ545－１番地水瀧達雄外17名から

大田市三瓶町野城土地改良区の設立認可の申請があり、同法第８条第１項の規定により当該申請を適当と決定したので、

同条第６項の規定により次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成29年２月17日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 縦覧に供する書類の名称

土地改良事業計画書及び定款の写し

２ 縦覧の期間

告示の日から21日間

３ 縦覧の場所

大田市役所

島根県告示第65号

土地改良法（昭和24年法律第195号）第87条の３第１項の規定により、県営土地改良事業の計画を変更したので、同条

第６項において準用する同法第87条第５項の規定により次のとおり縦覧に供する。

なお、当該計画に不服がある場合は、縦覧期間の満了の日の翌日から起算して15日以内に、島根県知事に対して審査請

求をすることができる。

平成29年２月17日

島根県知事 溝 口 善兵衛

事 業 名 縦覧に供する書類の名称 縦覧の期間 縦覧の場所

高津川左岸地区用排水施設事業（県営農業水 土地改良事業計画書の写し 告示の日から21日間 益田市役所

利施設保全合理化事業）

島根県告示第66号

次のように保安林の指定施業要件を変更する予定の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３に

おいて準用する同法第30条の規定により告示する。

平成29年２月17日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 指定施業要件の変更の予定に係る保安林の所在場所及び指定の目的 次に掲げる告示で定めるところによる。

平成13年６月20日農林水産省告示第804号

２ 変更に係る指定施業要件

⑴ 立木の伐採の方法 変更しない。

⑵ 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び関係町役場に備え置いて縦覧に供する。）
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島根県告示第67号

国土調査法（昭和26年法律第180号）第19条第２項の規定により、地籍調査の成果を次のとおり認証したので、同条第

４項の規定により告示する。

平成29年２月17日

島根県知事 溝 口 善兵衛

調査を行った時期 調査を行った地域 認証年月日
調査を行っ 成果の名称

た者の名称 地籍図 地籍簿

松江市 平成17年度～28年度 20枚 １冊 東忌部④ 平成29年２月７日

美郷町 平成24年度～27年度 60枚 １冊 志君② 平成29年２月７日

公 告

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、次の公共測量は、平成29年

１月31日に終了した旨隠岐の島町長から通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により

公告する。

平成29年２月17日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 作業種類

公共測量（数値撮影、同時調整、数値図化）

作業期間２

平成28年７月８日から平成29年１月31日まで

作業地域３

隠岐郡隠岐の島町

公 安 委 員 会 告 示

島根県公安委員会告示第18号

警備業法の一部を改正する法律（平成16年法律第50号）附則第５条に規定する審査（以下「検定合格者審査」とい

う。）を次のとおり実施するので、警備員等の検定等に関する規則（平成17年国家公安委員会規則第20号。以下「検定規

則」という。）附則第９条の規定により告示する。

平成29年２月17日

島根県公安委員会委員長 堀 江 正 俊

１ 検定合格者審査を実施する警備業務の種別及び級並びに当該種別及び級に応じた資格

⑴ 空港保安警備業務１級

検定規則附則第３条の規定による廃止前の警備員等の検定に関する規則（昭和61年国家公安委員会規則第５号。以

下「旧検定規則」という。）第１条第１項の表に規定する空港保安警備（⑵において「空港保安警備」という。）に

係る同項に規定する検定（以下「旧検定」という。）であって同条第２項に規定する１級に係るもの（以下「旧１級

検定」という。）に合格した者

⑵ 空港保安警備業務２級

空港保安警備に係る旧１級検定又は旧検定であって旧検定規則第１条第２項に規定する２級に係るもの（以下「旧

２級検定」という。）に合格した者
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⑶ 施設警備業務１級

旧検定規則第１条第１項の表に規定する常駐警備（⑷において「常駐警備」という。）に係る旧１級検定に合格し

た者

⑷ 施設警備業務２級

常駐警備に係る旧１級検定又は旧２級検定に合格した者

⑸ 交通誘導警備業務１級

旧検定規則第１条第１項の表に規定する交通誘導警備（⑹において「交通誘導警備」という。）に係る旧１級検定

に合格した者

⑹ 交通誘導警備業務２級

交通誘導警備に係る旧１級検定又は旧２級検定に合格した者

⑺ 貴重品運搬警備業務１級

旧検定規則第１条第１項の表に規定する貴重品運搬警備（⑻において「貴重品運搬警備」という。）に係る旧１級

検定に合格した者

⑻ 貴重品運搬警備業務２級

貴重品運搬警備に係る旧１級検定又は旧２級検定に合格した者

２ 検定合格者審査の対象者

検定合格者審査は、次に掲げる条件を満たさない者について行う。

⑴ 旧検定に合格した警備員であって、平成17年11月21日現在当該旧検定に係る警備業務に従事しており、かつ、当該

警備業務に従事している期間が継続して１年以上であるもの

⑵ 旧検定に合格した者であって、平成17年11月21日現在現に当該旧検定に係る警備業務に係る指定講習（旧検定規則

第12条第１項に規定する指定講習をいう。）の講師として従事しており、かつ、当該講師として従事している期間が

継続して１年以上であるもの（⑴に掲げる者を除く。）

３ 検定合格者審査の実施日時、場所及び定員

⑴ 実施日時

平成29年５月17日（水）午後１時から午後４時まで

⑵ 実施場所

松江市打出町250番地１ 島根県運転免許センター

⑶ 定員

全種別で各10人

４ 検定合格者審査の方法

次の科目について学科試験及び実技試験を行う。ただし、実技試験は、学科試験の合格者に対してのみ行う。

⑴ 学科試験の科目

ア 警備業務に関する基本的な事項

イ 法令に関すること。

ウ 警備業務の実施に関すること。

エ 警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

⑵ 実技試験の科目

警備業務に係る事故が発生した場合における応急の措置に関すること。

５ 検定合格者審査申請手続に関する事項

⑴ 受付期間

平成29年４月17日（月）から同月21日（金）までの午前８時30分から午後５時まで

⑵ 提出書類
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ア 審査申請書（検定規則附則別記様式）１通

イ 添付書類

写真（申請前６月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメート(ア)

ルのもので、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの）１葉

旧検定規則第８条の規定による合格証（以下「旧合格証」という。）の写し１通(イ)

島根県内に住所を有する者にあっては、住所地を疎明する書面又はその者が警備員である場合にはその者が島(ウ)

根県内に所在する営業所に属することを疎明する書面（旧合格証を島根県公安委員会から交付されている者は、

提出を要しない。）１通

島根県外に住所を有する者にあっては、その者が警備員として島根県内に所在する営業所に属することを疎明(エ)

する書面（旧合格証を島根県公安委員会から交付されている者は、提出を要しない。）１通

代理人（申請者が属する警備業者の従業員に限る。）が審査申請書を提出する場合にあっては、申請者本人の(オ)

委任状１通

⑶ 提出先

次のいずれかの警察署に提出すること。

なお、郵送による申請は、認めない。

ア 島根県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者

旧合格証の交付申請を行った警察署(ア)

住所地（島根県内に限る。）を管轄する警察署(イ)

警備員である場合におけるその者の属する営業所の所在地（島根県内に限る。）を管轄する警察署(ウ)

イ 島根県公安委員会以外の都道府県公安委員会から旧合格証の交付を受けている者で、島根県内に住所を有するも

の又はその者が警備員である場合におけるその者の属する営業所が所在するもの

住所地を管轄する警察署(ア)

営業所の所在地を管轄する警察署(イ)

６ 検定合格者審査手数料

4,700円

審査申請書の提出時に、島根県収入証紙を手数料納付書に貼り付けて納付すること。

なお、審査申請書を受理した後は、検定合格者審査手数料は、還付しない。

７ その他

⑴ 検定合格者審査を受ける者は、審査当日、旧合格証を必ず持参すること。

⑵ 審査当日は、午後１時から午後１時20分までを受付時間とする。

８ 問合せ先

島根県警察本部生活安全部生活安全企画課（電話0852－26－0110 内線3034）又は島根県内の最寄りの警察署生活安

全（刑事）課（係）に行うこと。
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